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1 .  はじめに 

近年、 複数の国の研究者の 共同による研究開発活動が 増し、 その傾向は学術論文の 国際共著の割合や 二国間協定の 数の変 
化に表れている (e.g,Lu Ⅲ こ onenet 田 ・ 1993,Georghiou1998) 。 国際的な共同研究が 必要となる理由には 様々なものがあ る。 

一つは研究開発活動それ 自体の内在的特徴であ り、 知識産出を目的とする 科学研究の多くでは、 古くは Mer ぬ n が述べるよ 

うに、 知識は普遍性を 有するために 国境によって 活動が区分される 必要はない。 そのため、 研究実施に必要な 知識やスキル 

や 研究資源を持った 研究者は、 必要であ れは、 国境に関係なく 最適な組み合わせを 形成して補完しあ ぅ ことが望まれる。 特 

に 、 研究対象が特定地域に 固有の自然・ 社会現象やその 総体 ( 地球環境など ) であ る場合には、 各研究者の持っ 知識や研究 

資源の希少性が 高くなり、 共同の必要性は 高くなる。 他方、 研究実施 側 以外から連携を 必要とする要因もあ る。 一 つ には、 

研究活動への 資金提供者であ る政府が資金・リスクの 国家間シェアによる 削減を望むものであ り、 ビッバ・サイエンスと 称 

される高額の 装置を必要とする 研究分野が挙げられる。 また、 巨大装置は必要ないが、 研究対象の課題が 多大であ るととも 

に 研究展開の早さが 要求されるために、 各国が競争ではなく 分散的に協調することを 志向する場合もあ る。 加えて、 国際関 

保 という政治・ 外交的理由から 連携が望まれる 場合があ り、 発展途上国への 技術移転や、 基礎研究分野への 相応の国際貢献 

の 必要性などが 挙げられる。 

このような国際共同への 複数の必要性の 下で、 それが実施される 形態は、 特別の公的貸金を 伴わない個々の 研究者・機関 

の共同から、 国際共同研究プロバラムの 設立、 共同研究施設の 設置まで多様であ る。 実際には個々の 研究者・機関レベルで 

の 共同の数が多いと 想定されるが、 その場合には 各研究者は自国から 研究費を個別に 獲得することになり、 各国の資金配分 

システム等の 制度上の制約を 受ける。 政策的理由から 国際共同をより 推進するためには、 国際共同のための 公的研究開発 プ 

ログラムを設立して 資金提供を行 う とともに、 国の制度の違い 等から生じる 問題が解消された 場を形成することが 望まれる。 

しかし、 これと表裏 の関係として、 国際共同研究開発プロバラムのマネ 、 ジメントは一国内のプロバラムと 比して困難であ 

る 。 国際共同研究プロバラムは、 そもそも各国が 共同を必要とする 問題把握を共有しなければ 成立しない。 また、 各国は国 

際 共同プロバラムに 資金提供できる 財政的余裕を 有していることも 不可欠であ る。 さらには、 公的資金提供を 伴 う ため、 各 

国のファンディンバシステムの 違いや、 民間企業に公的資金を 提供して政府介入することの 是非など政治的・ 文化的背景の 

違いによる問題も 解消する必要があ る。 このように国際共同研究プロバラムの 設立・制度設計は 国内プロバラム 以 L に困難 

であ り、 政策決定者がプロバラムをいかに 設立し運営していくかという 指針が必要となっている (Wa 糾 eret 田 ・ 200]) 。 そ 

のため、 本稿では比較的成功したと 評される、 日本が主導した 二つの国際共同研究開発プロバラムを 事例とし、 その設立過 

程とそこで生じた 問題の分析を 行い、 今後のプロバラム 設立でいかなるマネジメントが 段階的に必要になるかを 検討する。 

2 。 制度設計モデルとしてのインセンティブ・チュー ン 

いかにして研究開発プロバラムという 制度をその内部で 共同研究が一層促進されるように 設計できるであ ろうか。 著者ら 

は 公共ニーズ実現を 目的とする技術の 開発支援政策の 制度設計の概俳モデルを「インセンティブ・チェーン」として 提案し 

てきた ( 林 、 平澤 1997) 。 このモデルは 主体的な意思決定を 行う複数のアクターを 含んだ制度設計一般に 適用可能な概俳で 

あ る。 一般的に、 外部から複数のアクタ 一の行為を設計するためには、 それぞれのアクターがそのシステムの 中で期待され 

る 機能を行為する よう に 、 各 アクタ一にインセンティブが 付与されることがまず 必、 

要 であ る。 また、 それらが全体として 一つのシステムとして 形成されるためには、 

アクター間でこれらインセンティブが 矛盾無く構成されることが 必要であ る。 さら インセンティ 

に 、 システムが初期段階の 外部からの介入の 後には、 アクタ一の意思によって 自律 

的に駆動されるよさに 設計するためには、 あ るインセンティブにより 生じる行為の B の 

結果が次のアクタ 一の行為のインセンティブとなるよさに、 「インセンティブの 連 よる 

鎖 」の設計をすることが 求められ、 この連鎖が閉じたループを 形成する場合には、 

半永久的に行為が 継続し、 システムが自律的に 駆動可能であ ると考えられる ( 図 1) 。 

このようなシステムはオートポイェーシス・システムを 形成する。 

国際共同研究プロバラムの 場合では、 資金提供者であ る政府および、 研究実施者 図 1  インセンティフ・ループ 
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であ る科学者や企業等の 双方について 複数の国の間でインセンティブを 連鎖させることが 制度設計を行う 上で必要となる。 
以下では、 二つのプロバラムについて 初期段階のプロバラムのアイディア 生成から、 それを共有し、 具体的なプロバラム 制 

度の設計へと 展開する中で、 議論に関与するアクターがどのように 拡大し、 そのアクタ一間でインセンティブが 形成される 

よ う に制度設計されてきたか、 あ るいは、 何がインセンティブの 連鎖を阻害する 負のインセンティブ や インセンティブの 欠 

如 ・弱さとなったかを 分析する。 

3. 事例分析Ⅰ ヒューマン・フロンティア・サイェンス、 プロバラム (HFSP) 

(1) 設立過程における 組織的・概俳的展開 

HFSP は 1989 年に設立され、 現在、 日・米・ 加   英・仏・独・ ケ ・スイス・ EU が加盟している。 これまで、 脳機能の 

解明と生体機能の 分子論的アプローチの 解明の二つを 対象に、 研究グラント、 フェローシップ、 ワークショップ 支援の事業 

を行ってきた。 HFSP の設立過程は 以下のようであ った。 最初の問題意識が 表明されたのは、 1985 午に中曽根首相が 私的 

諮問委員会などにおいて、 米国 SDI や欧州ユーレカ 計画が設立する 中で日本も先端技術研究に 乗り遅れないため、 ならびに 

貿易摩擦や基礎研究ただ 乗り批判への 対応として国際公共財を 進んで提供するため、 新たな技術開発の 国際機構の設立の 必 

要 性を認識したことにあ る。 これを受け、 通産省工技院長の 諮問機関では、 人口増加・資源枯渇などへの 対処を目的に 生体 

機能を解明して 工学的応用を 実現するための 基礎研究を国際共同で 行うプロバラムを 1986 年 2 月に提唱した。 また科学技 

術 庁では地球科学をも 含むプロバラムを 提 Ⅰ 目 した。 同年 5 月に科学技術会議政策委員会が 責任機関となり 2 つの提案を生体 
機能を対象とする 基礎科学重視に 一本化した。 同年 12 月からは振興調整 糞 で国内科学者によるフィージビリティ・スタデ 
ィⅣ S) が 開始され、 物理学、 医学、 生理学、 農芸化学、 応用化学、 電子工学、 機械工学などの 専門家により 構想が具体的に 
練られた。 前述のようにプロバラムのコンセプトは 国際貢献が中心であ るが、 この FS 報告書では、 「日本のものごとを 全体 

として総合的に 捉えようとする 考え方は、 西欧の分析的・ 還元主義的なアプローチを 補完する」「日本が 強みを持っ ェ レクト 

ロニクス や コンピュータサイェンス 分野から生体機能解明へ 貢献する」「科学と 技術の融合を 行 う 」等の、 科学研究の新たな 

方向性を日本から 打ち出すという 積極的な側面も 有しており、 それが HFSP の理念の一つであ る学際性の重視につながった。 
FS の結果は、 1987 年 4 月に開催されたロンドン 賢人会議で各国においてプロバラム 設立の支援役となり ぅる 科学者に説 

萌 され、 基本的方策について 科学者レベルでの 合意を得る。 その上で各国政府への 根回しの 末 、 6 月のべネチア・サミット 

で 中曽根首相が 提唱し、 正式に政府レベルでの 課題として浮上した。 サミット後には、 サミット関係国の 科学者約 30 人 か 

らなる国際 FS が行われ、 その結果は同様にボンでの 賢人会議で科学者レベルに 周知され、 トロントサミットで 検討内容が 

報告された。 翌 1988 年にも国際科学者会議が 開かれプロバラムで 支援する重点分野・ 事業内容・審査体制が 検討された。 
日本政府の拠出金が 決定した段階で 政府間の折衝が 精力的に行われ、 1989 年 5 月に日本政府提案を 作成し、 6    7 月に IE@@7 府 

間会合でプロバラム 初期段階 (3 年間 ) の枠組みについての 正式合意がなされた。 

(2) 設立・実施過程で 生じた問題 

設立過程の中では 幾 っかの問題が 生じた。 一 つは 日本の「国際貢献」という 理念への他国からの 疑念であ り、 特に通産省 

が 基礎研究に関与することが 疑いを産んだ。 この解消のためプロバラム 説明の折衝が 頻繁に行われるとともに、 各国科学者 

による ピ プレビュー制度の 導入、 結果の公開原則、 事務局の日本以外への 設置、 試行期間の設定などの 設計が必要とされた。 

また別に生じた 問題は、 上述のような 日本的な科学観に 基づく新たな 研究方向への 疑問であ る。 「提案国の日本の 実力を 

考えれば野心的な 一般的なものとせず、 欧米で十分手のまわらなかった 熱帯病、 植物多様性、 公害処理に絞るべき」という 

意見が交渉の 過程で他国から 出された。 さらに、 プロバラムが 開始された 100% 

後にも、 より伝統的な 生物学分野へと 助成対象を絞ろ う とする事務局長と 巽 

学際性を基本理俳とする 日本人委員との 間の対立が大きな 問題となった 糠 遜 G 
0  ウ   % 早生物 車 

(NatWe1992 、 栗原 1992 、 松本 1992 、 氷山 1993) 。 
  " 0 一 脳科学 "" 

また、 実際に研究プロジェクトで 行われた国際共同の 形態も研究分野に 沖 採 50%  ◆の 
より差があ る。 Ⅰ 992 ～ 94 年に開始されたバラントについて、 参加研究 グ 

ループ数が 4 以上のプロジェクトを 抽出して、 その成果論文について 書誌 O 
計量学的分析を 行った。 図 2 では、 横軸は共著論文の 内のプロジェクト 参 

知者間での共著の 割合を示しており、 研究を HFSP プロジェクトの 研究者 ● ウ ● O 
と 共に行ったのか、 プロジェクト 外の研究者らとの 共同で行ったのかの 指 0% 

標 となる。 縦軸はプロジェクト 間での共著の 内 、 HFSP プロジェクト 開始 0% 50% 100% 

以前には共著が 無かった関係による 論文の割合であ り、 共著関係の新規制 共苧 のうちプロジェクト 内の乱 合 

を 示す。 この結果からは、 プロジェクトごとに 多様ではあ るが、 脳科学分 図 2  HFSP グラントにおけるプロジェク 

野の方が分子生物学よりもプロジェクト 内部での共著が 多く 、 新たな関係 ト 内部共著割合とその 新規性 
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が HFSP により生まれており、 国際共同の理念を 実現していると 言える。 だが一方で、 脳科学分野への 応募は分子生物学分 

野の半数程度であ り、 理念実現と表裏 の関係として 学際的プロジェクト 形成の難しさが 存在する。 

また別の間 題 として、 日本以外の国からの 研究費の分担金の 割合は低いままであ る。 第三回政府間会合では 日本の拠出割 

合を半分とすることが 目標とされたが、 2001 年度で日本は 74.5% の資金を拠出しており、 1990-2001 年のグラント 授与者 

の内の日本人は 16% のみであ ることと比べてもその 拠出額は大きい。 

(3) インセンティフ ，ループの形成 

HFSP の設立過程の 特徴は、 具体的な制度設計や 重点分野設定が FS を通じて研究者主導で 行われたことであ り、 それに 

より 他 プロバラムでは 見られないような 研究者にとって 望ましい プ レキシビリティ 高い制度が形成され、 他方で、 研究の質 

を保証する厳正な ピア レビュ一方式が 決定され、 プロバラム参加への 科学者へのインセンティブ 形成を行っている。 また、 

関与したアクターは、 国内単一省庁レベルから、 省庁横断レベル、 国内・国際 FS 、 賈人会議、 サミット、 政府間会合と 研 

先考・政府双方で 段階的に拡大しており、 理念の浸透とそれらアクターを 通じた各国での 支援や疑俳の 解消が行われた。 だ 

が 他方でプロバラムは「国際貢献」という 日本独自の問題意識 ( 貿易摩擦解消というインセンティブ ) により支えられてお 

り 、 各国は既存の 国内プロバラムと 分野が重なるプロバラム ヘ 新たな貸金提供を 行う積極的インセンティブは 提供されてお 

らず、 資金面からは 自律的なシステムとして 成立している 段階ではない。 また、 各国の代表的アクタ 一間で理念共有を 行っ 

てきた一方で、 事務局長には FS の委員に入っていない 人間を据えたために 実際に問題を 生じることになった。 

4. 事例分析 2  インテリジェント・マニュファク チ ヤリング・システム (lMS) 

(1 ) 設立過程における 組織的・概俳的展開 

IMS イニシアティブは 製造技術分野における 国際共同研究プロバラムであ り、 1995 年に正式に開始し、 日・米・ 加 ・ 豪   

スイス・ EU. 韓国が参加している。 プロバラムのアイディアが 最初に提案されたのは、 1989 年 6 月の通商産業省機械情報 

局「 FA ビジョン懇談会」 ( 座長 : 吉川腔之 ) であ る。 この懇談会では、 貿易摩擦の中で 日本の技術分野での 国際的貢献が 求 

められていることを 指摘し、 特に諸外国の 求めている、 民間企業の中に 蓄積された生産技術を 国際社会に適正に 普及させる 

ために IMS 技術を体系化して 可能な限り社会的財産として 世界に普及させることが 必要と提言している。 具体的に 1) 先進 

諸国間及び NIES 等での相互利用を 目指した既存・ 現用技術の整備・ 体系化、 2) 現在及び次世代生産技術の 標準化、 3) 

2 1 世紀を志向した 新しい高度生産システムの 研究開発の 3 つが提案されている。 前者二つは、 後に「ポスト・コンペテ ィ 

テ イブ」 ( 古刀 @ 1993) と称されるような 体系化・標準化を NIES 諸国を含めて 行 う ものであ り、 3 つ 目は、 日・米・欧が 得 

意 分野を持ち寄って 先端的技術開発を 相互協力で行 う ことを目指す「プレ・コンペティティブ」 な 研究であ る。 

この提言を基に、 1989 年 6 月に ( 財 ) 国際ロボット・ FA 技術センタ一に IMS 国際プロバラム 検討委員会が 設置され、 

プロバラムのフレームワーク 作りを始めた。 1990 年 1 月には早くも 日本・欧米諸国に 企画書募集を 行い、 4 月に IMS セン 

タ一 を設立、 4 月～ 5 月には欧米にミッションを 派遣し、 ECl3 総局および米国 S0cie ゆ ofM ㎝㎡ actuhngEng 血 eer 血 ㎡ SMB) 

を 交渉相手とした。 しかし、 IMS でも両者からの 懐疑的反応が 生じ、 米国では交渉相手が DOC に変わり、 1990 年 5 月・ 

11 月に日米欧 3 種会合でまずはフィージビ   リティ・スタディを 実施して、 国際共同プロバラムが 実際に運営し ぅ るかを試行 

する必要があ ることが提議された。 1991 年 2 月には日本国内での 先行研究を開始し、 1992 年 2 月に第 1 回国際運営委員会 

で国際 FS の全体計画が 承認された後、 1993 年 1 月から国際的なテストケースプロジェクトが 行われた。 翌年に終了し、 IMS 

国際共同研究は 実現可能との 結論が国際運営委員会で 得られたことにより、 1995 年に正式にスタートされた。 

(2) 設立・実施過程で 生じた問題 

IMS も成立過程の 中で幾つかの 問題を経験した。 プロバラムの 当初のコンセプトであ る国際貢献はやはり 海外からは懐疑 

的に見られ、 「ソフトウエア 技術へのただ 乗りを狙っている」「米国企業や 大学が勝手に 日本のプロバラムに 応募するのは 国 

際 ， 貫 例から許されない」などの 批判がなされた。 製造技術の共同研究は 国の強い監視のもとで 行われるべきという 意見のも 

とに米国の交渉相手は DOC となり、 フィージビリティ・スタディに 伴 う腱 Ⅰ msof 珪偽 rence で運営体制、 技 律趙凛域 、 研究 

資金調達、 知的財産権 の扱いが検討され 明文化されたことにより 次第に疑念は 解消された。 特に特許権 の帰属は問題となり、 

当時の日本では 公的資金の成果は 国帰属であ り欧米諸国との 違いがあ り、 両者に折り合う 制度設計をする 必要があ った。 

また、 これら議論の 中では次第に、 当初コンセプトのポスト・コンペティティブな 研究よりもプレ・コンペティテイブ 研 

究へ 重きがおかれるよ う になり、 実際に現在まで 採択された課題もポスト・コンペティティブにあ たるものは数件しかない。 

また、 IMS では企業は資金を 自国から得る 必要があ り、 米国などでは 別途国内の別プロバラム ヘ プロポー ザ かする必要があ 

る 。 そのため、 評価を統合的に 行いにくいという 問題もあ る。 また、 国内の予備プロジェクトから 国際共同プロジェクトと 

するには、 3 地域以上からの 企業の参加が 必要と定められており、 この制約でプロジェクトが 作りにくいという 意見もあ る。 

(3) インセンティブ・ループの 形成 

当初は日本政府は「国際貢献」という 名の下で、 民間企業内部の 技術の標準化・ 体系化を行い 技術移転をし、 あ るいは 公 

-- 工 51-- 



的 資金を提供して 共同研究をすることで、 先進国ならびに N 皿 S 諸国の企業 ヘ プロバラム参加のインセンティブを 提供し、 

またそれにより 自国の貿易摩擦批判の 解消というインセンティ プ を自己に設計していた。 しかし、 実際には他国政府の 疑念 

とともに、 民間企業にとってはポスト・コンペティティブ 研究を行ラインセンティブが 政府資金の提供程度の 弱いものしか 

設計されなかった。 そのため初期に 企業から企画を 募集した結果を 基にプロバラムはプレ・コンペティティブな 研究へより 

焦点を置くよ う に変わり、 それによって 参加企業にとってのインセンティブが 生じることになった ( ただし、 前述のように 

国内プロジェクトから 国際プロジェクト ヘ 昇格させるには 制度的な負のインセンティブがあ る ) 。 また、 IPR ガイドなどの 

設定や、 自国企業の研究へは 自国から資金提供を 行 う 体制を取ることによって、 疑念は解消されていった。 

プレコンペテ ィ 

5. プロバラム形成のロードマップ 

国際共同研究プロバラムが 真に国際共同を 推進するものとして 成立するためには、 プロバラム ヘ 資金提供する 各国政府お 

よび実施者であ る各国研究者の 間でインセンティブのループが 形成される必要があ る。 二つの事例では、 日本は当初は「 国 

際 貢献」という 理念が他国への 利益提供として、 プロバラム参加へのインセンティブを 形成することを 想定した。 だが、 実 

際にはそれへの 疑念とともに、 国際貢献以覚の 部分でなぜ国際共同が 必要となるかの 要因を明確にする 必要が生じた。 すな 

ね ち、 研究の実施者であ る科学者や民間企業に 相補的利益を 実際にもたらすのか、 それが国の利益となるか、 さらに、 その 

ような相補的利益を 保証する制度がいかに 設計されるかであ る。 具体的には日本的思考による 学際的研究やポスト・コンペ 
ティティブという 理念がそのような 相補的利益となり ぅ るのかが問題となり、 また知的所有権 の扱いやプロジェクト 選定の 

方法や運営体制がそのような 相補的利益を 保証し、 特定 国 ( 日本 ) だけの利益を 生むという疑念を 消す必要が生じた。 
プロバラムを 成立するにはこのようにプロバラムの 目的と制度内容によってインセンティブのループを 設計することが 

不可欠であ るが、 事例で見られるよ う に、 初期段階で全てのアクターを 想定してインセンティブのループを 設計することは 

実際には困難であ る。 現実的には事例のように、 アクターを政府・ 研究者双方で 次第に国内外に 拡大して い くとともに、 Fs 

や 試行期間を通じて 具体的な問題点を 明確化して設計を 行 う 必要があ る。 以下の図はそのためのロードマップの 一例であ り、 

各段階で研究者・ 企業側と政府側の 双方でアクターを 拡大する組織的展開を 行うとともに、 プロバラムのコンセプトと 相補 

的 利益の保証を 制度へと段階的に 設計していくことが 必要であ る。 

問題 アイディ プロバラム 概 プロバラム フロバラム 制 フィージビリテ 正式制度 実施 
描写 ア 創出 念の初期構想 概念の共有 産の 精紋化 ィ スタディ (FS)  合意 ( 試行期間 ) 

国内での共有 
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